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平成２７年１１月２４日判決言渡し 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 差押債権取立請求事件 

口頭弁論終結日 平成２７年１０月２７日 

 

判     決 

原告         国 

   被告         Ｙ 

 

主     文 

１ 被告は、原告に対し、１億０３００万円及びうち１億円に対する平成    

２３年６月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。   

２ 訴訟費用は被告の負担とする。                    

３ この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。         

 

事 実 及 び 理 由                     

第１ 請求の趣旨                              

   主文同旨。                              

第２ 事案の概要                              

   本件は、Ａ（以下「Ａ」という。）に対して租税債権を有する原告が、Ａの

被告に対する貸金債権（以下「本件貸金債権」という。）を差し押さえた上、

被告に対し、国税徴収法６７条１項の取立権に基づき、本件貸金債権元金１億

円及び確定利息３００万円並びにこれらに対する債権差押通知書が被告に送達

された日の翌日である平成２３年６月２６日から支払済みまで民法所定の年５

分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 

１ 争いのない事実等 

（１） Ａは、平成１８年１２月２２日、実父である被告に対し、以下の約定で
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１億円を貸し渡した（本件貸金債権）。（甲３、４、５の１・２） 

ア 貸付年月日 平成１８年１２月２２日                

イ 貸付金 １億円                          

ウ 弁済期 平成２１年１２月２１日                  

エ 利息 年１％                           

オ 平成２１年１２月２１日における弁済額               

元金１億円及び利息３００万円の合計１億０３００万円 

（２） 原告は、平成２３年６月２０日、Ａに対する別紙租税債権目録順号１、

２、４、６～８に係る申告所得税を徴収するため、国税徴収法６２条に基

づき、Ａが被告に対して有する本件貸金債権を差し押さえ（以下「本件差

押処分１」という。）、被告に対し、履行期限を「即時」と記載した債権

差押通知書を送付し、この通知書は同月２５日に被告に送達された。本件

差押処分１における差押債権は、本件貸金債権元金１億円及び債権差押通

知書到達日までの確定利息の返還請求権である。（甲６、７の１・２） 

（３） 原告は、被告に対し、平成２５年６月２４日付け差押債権支払催告書に

より、本件差押処分１に係る本件貸金債権の履行を催告し、この催告書は

同月２６日に被告に到達した。（甲８の１～３）            

（４） 原告は、平成２６年３月１４日、Ａに対する別紙租税債権目録順号３、

５に係る過少申告加算税を徴収するため、国税徴収法６２条に基づき、Ａ

が被告に対して有する本件貸金債権を差し押さえ（以下「本件差押処分２」

という。)、被告に対し、履行期限を「先順位の差押えの解除があったとき」

と記載した債権差押通知書を送付し、同日、本件差押処分１に係る執行機

関である東京国税局長に対し、国税徴収法８２条１項に基づいて交付要求

を行った。なお、上記債権差押通知書は平成２６年３月１９日に被告に送

達された。本件差押処分２における差押債権は、本件貸金債権元金１億円

及び債権差押通知書到達日までの確定利息の返還請求権である。（甲９、
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１０の１・２、１１） 

（５） 原告は、被告に対し、平成２６年４月９日付け差押債権支払催告書によ

り、本件差押処分１及び本件差押処分２に係る本件貸金債権の履行を催告

し、この催告書は同月１２日に被告に到達した。（甲１２の１～３） 

（６） 原告は、平成２６年９月２４日現在、別紙租税債権目録記載のとおりの

租税債権を有している。 

２ 争点及び当事者の主張 

（１） 本件貸金債権に係る債務は自然債務か。              

ア 被告の主張                          

（ア） Ａは、平成１８年秋にＢのＭ＆Ａの仲介により約１００億円の利

益と株式を手にしたことから、その資産の一部の分与として、実父

である被告及び義母にそれぞれ１億円ずつ渡すこととした。Ａは、

特に被告に対しては、Ａが資産を築くまでに幾度も金銭の無心を繰

り返し、その総額は１億円にも及ぶほどであったので、その返済な

いし恩返しという意味もあった。しかし、贈与してしまっては多額

の贈与税がかかってしまうので、Ａは、被告及び義母に対し、各１

億円ずつ送金するに先立って、形だけ金銭消費貸借契約書を作成す

ることとした。その契約書が甲第３号証の金銭消費貸借契約書（以

下「本件金銭消費貸借契約」、「本件金銭消費貸借契約書」という。）

であり、同契約書の作成に際して、Ａは、「金銭消費貸借契約書と

いっても形だけのものであり、実際には、必要が生じれば返しても

らうことはあるものの、記載されている返済期日に返済する必要は

なく、もちろん、訴訟上の手段に訴えてまで回収することはない。」

ことを確約し、被告と義母との間でその旨合意した。本件金銭消費

貸借契約書は、外見上は通常の金銭消費貸借書であるが、Ａと被告

との間には、訴訟上の手段に訴えない旨の特約があるのであり、そ
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の性質は自然債務である。したがって、このような自然債務を差し

押さえ、その取立権に基づき被告に対して支払を求める原告の訴え

は、訴えの利益を欠き、却下されるべきである。 

（イ） また、本件金銭消費貸借契約が成立した事情にかんがみると、本

件貸金債権は、貸金とはいっても限りなく贈与に近い貸金であった

といえる。そうすると、本件貸金債権は、訴求することが当然に認

められるとはいえないような特殊な関係から生じた債務といえるか

ら、原告に裁判上請求できるということの立証責任がある。 

イ 原告の主張 

自然債務の主張は争う。本件金銭消費貸借契約書の第５条には、「（合

意管轄）」として、「本件に関し万一紛争を生じたときは、甲の居住地の

裁判所を第１審の管轄裁判所とすることに各当事者は合意した。」と記載

されており、他方で、第６条には「（特約条項）」との項目が設けられて

いるにもかかわらず、訴訟を提起して本件貸金債権に係る債務の履行を求

めない旨の特約は記載されていない。また、本件金銭消費貸借契約書の第

４条には、期限の利益喪失条項が定められており、訴訟等による履行の強

制を予定していることを強く推認させるものである。 

 （２） 弁済 

ア 被告の主張 

被告は、以下のとおり、Ａに対して一部弁済を行った。 

（ア） 平成１９年９月２６日 １０００万円 

被告は、平成１９年９月２６日、Ｃ株式会社●●事業部（以下「Ｃ」

という。）名義の預金口座に１０００万円を振り込んだ。これは、Ａ

のクルーザー購入資金を被告が立て替えて支払ったものであり、Ａに

対する１０００万円の弁済である。 

（イ） 平成１９年１２月７日 ２０００万円 
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被告は、平成１９年１２月７日、Ｄ銀行尾道支店の被告名義の普通

預金口座から２０００万円を引き出し、同日、Ａに２０００万円を返

済した。平成１９年１０月１６日、Ａに対して国税の調査が入り、そ

れ以降、Ａは何か疑われることを避けるため、自分の金銭を一切動か

さないようにしていた。そのため、平成１９年１２月に資金不足が生

じ、同月７日、一時期の約束で被告から現金で２０００万円の返済を

受けたものである。 

（ウ） 平成２０年１月２５日 ２０００万円 

被告は、平成２０年１月２５日、Ｃ名義の預金口座に２０００万円

を振り込んだ。これは、Ａのクルーザー購入資金を被告が立て替えて

支払ったものであり、Ａに対する２０００万円の弁済である。 

（エ） 平成２０年１２月１０日 １０００万円 

被告は、平成２０年１２月１０日、Ａから指示され、Ａの弟である

Ｅ名義の預金口座に１０００万円を振り込む方法により、同額を返済

した。そのころは、Ａの事業が事実上回っておらず、同人の口座も使

えない状態となっていたため、弟の預金口座を利用して返済を受けて

いたものである。 

（オ） その他、１０万円単位で多数回 １２３０万円 

（カ） 合計７２３０万円 

イ 原告の主張 

すべて否認ないし争う。 

（３） 相殺 

ア 被告の主張 

被告は、平成１９年９月２６日、Ｃ名義の預金口座に１０００万円を振

り込み、また、平成２０年１月２５日にも同名義の同預金口座に２０００

万円を振り込んだ。これらは、Ａのクルーザーの購入資金を被告が立替払
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いしたものである。 

被告は、平成２７年６月２６日の本件第３回弁論準備手続期日において、

上記立替金請求権を自働債権とし、本訴請求債権を受働債権として、対当

額で相殺する旨の意思表示をした。 

イ 原告の主張 

否認ないし争う。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点（１）（本件貸金債権に係る債務が自然債務か）について 

（１） 被告は、本件金銭消費貸借契約は、外見上は通常の金銭消費貸借ではあ

るが、実際には、訴訟上の手段に訴えてまで回収することはない旨の特約

があったと主張する。しかし、仮にそのような特約があったのであれば、

本件金銭消費貸借契約書の第６条（特約条項）等に記載されていて然るべ

きであるところ、そのような記載はどこにもみられない。むしろ、本件金

銭消費貸借契約書第４条には期限の利益喪失条項が定められ、また第５条

には万一紛争が生じた場合の第１審管轄裁判所に関する合意が定められて

いて、これらの条項は、裁判上の請求がある得ることを前提としたものと

いえる。また、本件金銭消費貸借契約書が作成された平成１８年１２月２

２日当時、Ａの事業は順調であったことが窺われるから、その当時、Ａや

被告が本件貸金債権に対する原告など第三者による差押えの可能性を想定

していたとは考えられない。そのような状況下において、本件金銭消費貸

借契約の締結に当たり、Ａや被告がことさら不訴求の特約を交わしたとは

考えにくい。特に、不訴求の特約などは、法的知識を相当有する者でなけ

れば成り立ち得ない特約と思われるところ、Ａや被告が相当の法的知識を

有している者とは認められず（乙２～４）、弁護士から不訴求の特約を交

わす旨の助言を受けた事実も認められない。さらに、被告は、平成２３年

８月１８日、本件差押処分１に対して審査請求をしているが、その際、被
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告は、弁済及び反対債権による相殺を主張したのみで、本件貸金債権に係

る債務が自然債務であるとの主張はしていない。本件差押処分１により原

告は取立権を取得し、自ら取立訴訟を提起することができるようになるの

であるから、自然債務の主張をしていないのは不可解である。そうすると、

本件貸金債権に係る債務が自然債務であるとの主張は、本件貸金債権が原

告から差押えを受けたが故に考え出された後付けの主張というべきである。

なお、Ａ及び被告の陳述書（乙２～４）には被告の主張に沿う部分がある

が、これらは本件訴訟に直接利害関係を有する当事者の陳述にすぎず、他

にこれらの陳述の信用性を補強する証拠があるわけでもないから、Ａ及び

被告の陳述書（乙２～４）の当該部分の信用性は認められない。 

（２） 被告は、本件金銭消費貸借契約書の作成の事情にかんがみると、原告に

本件貸金債権に係る債務が自然債務でないことの立証責任があると主張す

る。しかし、被告は、Ａから送金された１億円でクルーザーを購入したり、

娘が住む家を購入したりしているのであるから（乙４）、被告に資金需要

がなかったとはいえないし、親子間における金銭の貸借は通常行われる行

為であるから、自然債務についての立証責任が転換されるべき特殊な事情

があるとはえいない。また、本件金銭消費貸借契約書が贈与税を免れるた

め単に貸金の体裁を整える目的で作成されたものであるとしても、そのこ

とから直ちに自然債務について立証責任が転換されるべき特殊な事情があ

るとはいえない。 

（３） 以上のとおりであるから、被告の主張は採用できず、本件貸金債権に係

る債務が自然債務であるとは認められない。 

２ 争点（２）（弁済）について 

（１） 平成１９年９月２６日の１０００万円及び平成２０年１月２５日の２０

００万円について 

ア 証拠（甲１５の１・２、１６、１９の１・２、２７、２９、３０）及
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び弁論の全趣旨によれば、①被告は、平成１９年９月２６日、Ｃとの間

で、クルーザー（品名：     、船舶番号：    、以下「本件

クルーザー」という。）を代金２９５０万円で購入する旨の契約を締結

し、同日、Ｄ銀行尾道支店の被告名義の普通預金口座から１０００万円

を払い戻し、Ｆ銀行尾道駅前支店に開設されたＣ名義の普通預金口座に

本件クルーザーの購入代金の一部として１０００万円を振込送金したこ

と、②被告は、平成２０年１月２５日、Ｄ銀行尾道支店の被告名義の普

通預金口座から２０００万円を払い戻し、そのうちの１９５０万円をＦ

銀行尾道駅前支店に開設されたＣ名義の普通預金口座に本件クルーザー

の残代金として振込送金したこと、③本件クルーザーの購入契約に際し、

被告以外では被告の二男のＥ（以下「Ｅ」という。）も何度か同席した

ことがあったが、打合せは見積段階から被告のみが行い、Ｅが打合せに

参加したことはなかったこと、④平成２０年１月１６日、本件クルーザ

ーの小型船舶登録原簿に被告が所有者として新規登録されたこと、⑤被

告は船舶免許を所持しているが、Ａは所持していないこと、⑥クルーザ

ーの購入は被告のかねてからの夢であり、本件クルーザーはかなり被告

の趣味に沿ったものであり、被告が本件クルーザーに家族を同伴させて

出航したことはなかったこと、以上の事実が認められる。 

イ 被告は、被告の平成１９年９月２６日の１０００万円の振込送金及び

平成２０年１月２５日の２０００万円の振込送金は、Ａが本件クルーザ

ーを購入する資金を被告が立て替えて支払ったものであると主張する。

しかし、上記アの事実によれば、本件クルーザーは被告が自らのために

購入し、被告が所有しているもので、Ａが購入したものでも所有してい

るものでもない。そして、上記各振込送金は，被告がこのような本件ク

ルーザーの購入代金として送金したものであり、Ａのために立て替えて

支払ったのではないから、被告の上記弁済の主張は失当である。被告の
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上記主張に沿うＡ及び被告の陳述書（乙３、４）の記載部分も同様の理

由で信用し得ない。 

（２） 平成１９年１２月７日の２０００万円について 

ア 証拠（甲１６～１８、２６）及び弁論の全趣旨によれば、①被告は、

平成１９年１２月７日、Ｄ銀行尾道支店の被告名義の普通預金口座から

２０００万円を払い戻し、平成２０年１月１５日、２０００万円が上記

被告名義の普通預金口座に預け入れられていること、②Ａ名義で開設さ

れたＧ銀行六本木支店、Ｈ銀行麻布支店、Ｄ銀行六本木支店、Ｉ銀行渋

谷支店及びＪ信用金庫尾道支店の各普通預金口座並びにＫ銀行の通常貯

金口座の平成１９年８月３１日から平成２２年８月３１日までの取引経

過（甲２６）によれば、平成１９年１２月７日ころ被告から２０００万

円の振込送金があった事実はないばかりか、上記取引経過の期間中、被

告からの振込送金は全くないことが認められる。 

イ 被告は、Ａに対する平成１９年１０月１６日に国税の調査が入って以

降、Ａは自分の金を一切動かさないようにしていたため、資金不足が生

じ、一時期の約束で被告から返済として現金２０００万円を受け取った

と主張し、Ａ及び被告の陳述書（乙３、４）にもこれに沿う部分がある。

しかし、Ａ名義の預金口座の平成１９年８月３１日から平成２２年８月

３１日までの取引記録（甲２６）によれば、同期間中、間断なく入出金

が行われており、Ａが自分の金を一切動かさないようにしていたとの事

実は認められない。また、Ａは、少なくとも平成１７年１１月１４日か

ら平成２６年８月２５日までの間、東京都内に居住し（甲１の１・２）、

被告は、遅くとも平成１６年３月２日以降広島県の現住所地に居住して

おり（甲２７）、このように遠隔地に居住する者が２０００万円もの現

金を手渡しすることは通常考えられず、Ａ及び被告の陳述書（乙３、４）

にも、手渡しの日時、場所等の具体的な状況は何ら明らかにされていな
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い。よって、被告の上記弁済の主張は採用できず、Ａ及び被告の陳述書

（乙３、４）の当該部分の信用性も認められない。 

（３） 平成２０年１２月１０日の１０００万円について 

ア 証拠（甲１６、２３～２６、２８の１・２）及び弁論の全趣旨によれ

ば、①被告は、平成２０年１２月１０日午前９時６分、Ｄ銀行尾道支店

の被告名義の５００万円の定期預金を解約し、同日午前９時３９分、Ｈ

銀行麻布支店に開設されたＥ名義の普通預金口座に１０００万円を振込

送金したこと、②平成２０年１２月１０日のＤ銀行尾道支店の被告名義

の普通預金口座（甲１６）や同日のＡ名義の預貯金口座の取引記録（甲

２６）をみても、同日に被告からＡに対して振込送金が行われた形跡は

なく、また、同日以降平成２２年８月３１日までの間にＥからＡに対し

て１０００万円の振込送金がなされた形跡もないことが認められる。 

イ 被告は、Ａの事業が事実上回っておらず、Ａの預金口座も使用できな

い状況であったことから、Ｅの預金口座を利用して返済したと主張し、

Ａ及び被告の陳述書（乙３、４）にもこれに沿う部分がある。しかし、

東京国税局は、平成２６年３月１８日にＧ銀行六本木支店のＡ名義の預

金口座を差し押さえるまで、国税徴収法に規定に基づいてＡ名義の預貯

金口座等を差し押さえたことはなく（弁論の全趣旨）、他方、平成１９

年８月３１日から平成２２年８月３１日までのＡ名義の預貯金口座の取

引記録（甲２６）によると、同期間中、頻繁に入出金が行われているの

であるから、Ａの預貯金口座が利用できない状況であったとは認められ

ない。また、ＡがＥから被告の振込送金に係る１０００万円を受領した

ことを認めるに足りる証拠はない。したがって、被告の上記弁済の主張

は採用できず、Ａ及び被告の陳述書（乙３、４）の当該部分の信用性も

認められない。 

（４） 被告は、その他１０万円単位で多数回にわたり合計１２３０万円の弁済
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をしたと主張するが、かかる事実を認めるに足りる的確な証拠は提出され

ていない。 

（５） 以上のとおりであるから、被告の弁済の主張はいずれも理由がない。 

３ 争点（３）（相殺）について 

被告は、平成１９年９月２６日と平成２０年１月２５日にＣ名義の預金口座

に振り込んだ合計３０００万円は、Ａのクルーザーの購入資金を被告が立替払

いしたものであるとして、本訴請求債権との相殺を主張する。しかし、上記２

（１）で述べたように、被告がＣ名義の預金口座に振り込んだ合計２９５０万

円は、被告自身が購入した本件クルーザーの購入代金であり、Ａが本件クルー

ザーを購入したのではないから、被告が立替払いをしたものとは認められない。

よって、被告の相殺の主張は理由がない。 

４ 以上によれば、原告の請求は理由があるから認容することとし、主文のとお

り判決する。 

 

広島地方裁判所尾道支部 

裁判官   次田 和明 


